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１ 生産緑地地区制度の概要

１

市街化区域内において、農地等の持つ緑地機能や防
災等の多様な機能に着目し、農林漁業と調和した良好
な都市環境の形成に資することを目的に、一定規模の農
地等を生産緑地地区に指定し、計画的に保全するもの

制度の概要

本市では条例により、一団のものの区域の面積の合計
が、300m2以上の農地等を生産緑地地区に指定

要件



２ 生産緑地地区の変更

農林漁業と調和した都市環
境の保全等良好な生活環境
の確保に効用がある農地等
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２

面積地区数
約 ０．１１ｈａ３地区追加となる地区
約 ０．５７ｈａ９地区面積が増となる地区（地区数は不変）



２ 生産緑地地区の変更

買
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続

・主たる従事者の死亡や病気、
ケガ等により営農ができなく
なった農地等
・指定から30年を経過した
農地等

行
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解
除
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３

面積地区数
約 △４．２６ｈａ△３９地区廃止となる地区
約△１４．２９ｈａ６８地区面積が減となる地区（地区数は不変）



３ 変更内容の集計

４

面積地区数
約４７５．１１ｈａ１,８８０地区①既決定の生産緑地地区
約△１７．８７ｈａ△３６地区②増減
約 ０．６８ｈａ３地区増（内訳） 約△１８．５５ｈａ△３９地区減
約４５７．２４ｈａ１,８４４地区③今回変更後の生産緑地地区


